
 

 

 

 

 

（概要版） 

  

令和６年度 

包括外部監査結果報告書 

高齢者支援事業に関する              

事務の執行状況及び管理について 

令和７年３月 

高知県包括外部監査人 

紫藤 秀久 



 

 

 

 

目    次 

第１ 包括外部監査の概要 ................................................................................... 1 

 １ 監査の種類 ............................................................................................................ １ 

 ２ 監査テーマ ............................................................................................................ １ 

 ３ 監査対象期間 ........................................................................................................ １ 

 ４ 監査の体制 ............................................................................................................ １ 

 ５ 利害関係 ............................................................................................................... １ 

 ６ 監査テーマを選定した理由 .................................................................................. １ 

 ７ 監査の着眼点 ........................................................................................................ ２ 

 ８ 監査の結果における表記方法について ................................................................ ３ 

 ９ 本報告書における表記について ........................................................................... ３ 

第２ 本県における高齢者の現状と将来推計 ..................................................... 4 

 １ 高知県の地域特性 ................................................................................................. ４ 

 ２ 高齢者人口 ............................................................................................................ ４ 

 ３ 高齢者のいる世帯の状況 ...................................................................................... ４ 

 ４ 高齢者のいる世帯の持ち家比率 ........................................................................... ４ 

 ５ 高齢者の就業状況 ................................................................................................. ４ 

 ６ 後期高齢者（75 歳以上）医療費 .......................................................................... ４ 

 ７ 健康寿命 ............................................................................................................... ４ 

 ８ 医療を取り巻く状況 ............................................................................................. ５ 

 ９ 福祉を取り巻く状況 ............................................................................................. ５ 

 10 地域を取り巻く状況 ............................................................................................. ５ 

第３ 包括外部監査の対象 .................................................................................. ７ 

 １ 組織 ....................................................................................................................... ７ 

 ２ 予算規模 ............................................................................................................... ８ 

 ３ 重点施策 ............................................................................................................... 10 

第４ 包括外部監査の結果 .................................................................................. 12 

第５ 指摘及び意見のまとめ .............................................................................. 19 

 １ 事業継続の当否及び継続する場合の事業の在り方につき再検討すべきである

【指摘】及び【意見】 ............................................................................................ 19 



 

 

 

 ２ 高齢者支援に資する介護人材確保に向けた情報発信を充実させるべきである

【意見】 .................................................................................................................. 21 

 ３ 数値化可能なすべての事業につき、数値目標を設定し、事後的に効果を測定で

きる仕組みとすべきである【意見】 ...................................................................... 21 

 ４ 数値化可能なすべての事業に数値目標を設定した上で、さらに重要な事業につ

いては PDCA サイクルでの管理を行うべきである【意見】 ................................ 22 

 ５ 各種講座や研修会を実施する際は、アンケート等参加者からのフィードバック

を収集、分析し、次につなげるようにすべきである【意見】 .............................. 23 

 ６ 委託先の選定方法は、新規事業者が参入しやすい体制を整えた上で、可能な限

りプロポーザル方式や競争入札方式によるべきである【意見】 .......................... 23 

 ７ 事業の運用管理方法を見直すべきである【意見】.............................................. 24 

 ８ その他【意見】 .................................................................................................... 25 

 



 

1 

 

第 1 包括外部監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項に基づく包括外部監査 

２ 監査テーマ 

   高齢者支援事業に関する事務の執行状況及び管理について 

３ 監査対象期間 

令和５年度を中心とし、必要に応じて過年度及び令和６年度についても

対象とした。 

４ 監査の体制 

包括外部監査人  紫藤秀久 （弁護士） 

外部監査人補助者 中西法貴 （弁護士） 

外部監査人補助者 武内良平 （弁護士） 

５ 利害関係 

外部監査人及びその補助者において、監査対象との間で地方自治法第

252 条の 29 に定める利害関係はない。 

６ 監査テーマを選定した理由 

⑴ 全国的な（少子）高齢化の流れは鈍化する気配が見えない。本県は

｢全国に 20 年先行して高齢化が進んでいる｣と自称する高齢化先進自治

体であるから、高齢化に伴う様々な問題の影響を全国に先駆けて受ける

ことになる。 

⑵ 例えば、高齢者の医療、介護及び福祉に関する社会保障費の負担軽減

などについては、国の社会保障費負担に関する政策の影響を全国に先駆

けて大きく受けることになる。 

⑶ 高齢化に伴う課題は、産業振興、医療・介護、生きがい、（特に中山

間）地域活性化等の様々な分野にまたがり存在する。高齢当事者たる県

民の課題であると同時に、現時点においては高齢者を支える側にいる県

民にとっても自分事として理解・納得すべき課題でもある。 
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⑷ 高齢化率が他の自治体より 20 年先行しているならば、高齢者向け医

療・介護の内容そのものはもちろんのこと、それを支える人材確保・育

成方法、体制づくり、技術などの点において、国や他の自治体と比べて

も更なる深化を遂げている又は遂げつつあることが必要かつ期待される

ところでもある。 

⑸ また、｢高齢者医療、高齢者介護、在宅医療及び在宅介護（地域包括

ケアシステム）の進んだ高知県｣の実現は、他の自治体との差別化にも

なり、若者世代の定着、中高年の UI ターンの誘因にもなり得るものと

思われる。 

⑹ 県が、どのような将来像のもとに、それを実現するための高齢者支援

事業を実施し、それが公費の投じ方として経済性、効率性、有効性が認

められるものかどうかは、県民にとっても重大な関心事といえる。 

⑺ また、本年度包括外部監査チームは全員弁護士であるところ、弁護士

は多くの高齢者の成年後見人として、また増え続ける高齢の被疑者・被

告人の刑事弁護人として、高齢者の人権擁護に関わる機会が多い。独居

高齢者の消費者被害、老老介護が不幸にも介護殺人や傷害等の事件に発

展する場合があることなど、行政がどのような高齢者支援事業を実施

し、効果を上げているかには関心のあるところである。 

⑻ 以上のことから、高齢者支援事業を本年度の包括外部監査のテーマと

した。 

７ 監査の着眼点 

⑴ 各事業が関係法令に基づき適正に実施されているか。 

⑵ 各事業が住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効

果を求めて実施されているといえるか（地方自治法第２条第 14 項参

照）。 

⑶ 各事業が組織及び運営の合理化に努めて実施されているといえるか

（地方自治法第２条第 15 項）。 

⑷ 各事業の目標管理、効果測定及び分析等は適正に行われているか。 



 

3 

 

８ 監査の結果における表記方法について 

⑴ 本報告書第７及び第８における監査結果のうち何らかの問題点につい

て述べる部分については、【指摘】【意見】又は特段の記載なしに区別し

て見解を述べる。 

⑵ 【指摘】は監査の着眼点の観点から強く是正・改善を求めるものであ

り、【意見】は「指摘」には至らないが改善が望ましいもの、特に記載

がなければ｢意見｣に至らない提言、提案等である。 

 ９ 本報告書における表記について 

⑴ 表中の元号につき、平成はＨ、令和はＲと表記した。本文中、令和８

年以降については、令和８（2026）年のように元号と西暦を併記した。 

⑵ 千、万、億などの表記による数値は四捨五入による概算である。 

⑶ 監査対象とした事業は必要に応じて当初予算についても記載した。 
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第２ 本県における高齢者の現状と将来推計 

１ 高知県の地域特性 

   全国平均と比較すると、人口密度は約３分の１、過疎市町村の割合は約

1.7 倍であり、高齢者の人口割合は秋田県に次いで第２位と過疎化、高齢

化が全国的に最も進んでいる。他方、人口 10 万人当たりの病床数は全国

で１位である。 

２ 高齢者人口 

平成 26 年に 23.3 万人であった高齢者人口は、令和２年に 24.5 万人でピ

ークを迎え、その後は減少に転じている。しかし、総人口の減少ペースの

方が早いため、高齢化率は上がり続けるものと見込まれている。 

３ 高齢者のいる世帯の状況 

一般世帯に占める高齢者独居世帯比率は全国一であり、在宅医療・介護

の充実、地域による見守りの必要性が高い。 

４ 高齢者のいる世帯の持ち家比率 

平成 27 年時点（84.6％）から令和２年時点（84.1％）まで大きな増減は

ない。全国的にも高い傾向が続いており、多くの本県高齢者には地域に住

み続けるための地盤が確保されているといえる。 

５ 高齢者の就業状況 

⑴ 就業率は 24％前後で推移している。 

⑵ 業種は農業が多く、卸売・小売業、医療福祉、建設業と続く。少子化

や若年就業人口の減少に伴う人手不足を補う労働力として期待される。 

６ 後期高齢者（75 歳以上）医療費 

平成 22 年度以降は全国で１位又は２位という状況である。今後も総医

療費は増加することが見込まれ、本県財政における重要な課題といえる。 

７ 健康寿命 

高知県の令和元年の健康寿命は、男性は 71.63 年、女性は 76.32 年とな

っており、全国平均より男性は 1.05 年短く、女性は 0.94 年長くなってい
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る。高齢化先進県としては、高齢者の就業、社会参加や老後にもいきがい

を感じ続けるために、より改善が望まれる項目である。 

８ 医療を取り巻く状況 

高齢化の進展や生活習慣病の急増など疾病構造の変化、医療技術の進歩

や県民の医療に対する意識の変化など、医療を取り巻く環境は大きく変わ

ってきている。 

こうした背景のもと、それぞれの地域において、県民が安心して暮らす

ことができる医療提供体制を維持、充実させるためには、病床機能の転換

や医師や看護師などの医療従事者の確保、また、在宅医療の推進に向けた

医療機関の確保や多職種間の連携強化など、保健と医療、福祉のそれぞれ

の分野での取組を強化するとともに、切れ目のない医療提供を目指す必要

がある。  

９ 福祉を取り巻く状況 

 地域のつながりが弱まる中、8050 問題など複合化した課題が顕在化し、

各分野の制度サービスでは十分に対応できないケースが増加しており、地

域共生社会の実現に向けた市町村の包括的な支援体制の整備が重要となっ

ている。こうした分野を越えた包括的な支援体制の整備を「縦糸」として

促進し、地域における人と人とのつながりの再生に向けたネットワークづ

くりを「横糸」としてしっかりと展開し、この縦糸と横糸で織りなす地域

共生社会の拠点としてあったかふれあいセンターを活用することにより、

これまでの「高知型福祉」の取組を「高知型地域共生社会」へと発展させ

ることを目指す。 

10 地域を取り巻く状況 

   人口減少や少子高齢化に加え、昨今のコロナ禍やデジタル化の進展など

により人との接触機会が減少したことで、地域のつながりや支え合いの力

が弱まっている。 

   県が行っている県民世論調査によると、地域のつながりが弱まっている

と答えた人の割合は平成 26 年度に 45.7％であったのに対して、令和３年
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度には 53.9％まで拡大した。また、令和５年度の同調査では、約２割

（19.3%）の方が「家族や親類以外に相談する人がいない」と答えてお

り、悩みや困りごとを誰にも相談できず、社会的孤立に陥るリスクが高い

人が一定数いることが分かっている。さらに、同調査で地域活動の参加に

ついて「全く参加していない」、「ほとんど参加したことがない」と答えた

人の割合は 56.0％で、平成 21 年度（24.5%）比で約２倍となっている。

加えて、令和３年度に実施した高知県集落実態調査によると、地域活動の

参加者が 10 年前と比べて減ったと感じる集落代表者は 68.6％となってい

る。 
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第３ 包括外部監査の対象 

１ 組織 

⑴  県の高齢者支援事業を主に担当しており、本包括外部監査の対象と

したのは、健康政策部の在宅療養推進課と子ども・福祉政策部の長寿

社会課の担当する事業である。 

⑵ 事務分掌 

ア 健康政策部 在宅療養推進課 

(ア) 高知版地域包括ケアシステムの構築に関すること。 

(イ) 認知症施策に関すること。 

(ウ) 在宅医療に関すること。 

(エ) 地域医療情報のデジタル化に関すること。 

(オ) 訪問看護サービスに関すること。 

(カ) 在宅歯科医療に関すること。 

(キ) 地域医療介護総合確保基金に関すること（他の課の主管に属す

るものを除く。）。 

(ク) 医療・介護・福祉の連携に関すること。 

(ケ) 東部地域多機能支援施設の整備に関すること。 

(コ) 前各号に掲げるもののほか、在宅療養推進に関することで他の

課の主管に属しない事務の処理に関すること。 

イ 子ども・福祉政策部 長寿社会課 

(ア) 高齢者福祉に関すること。  

(イ) 高齢者保健福祉計画に関すること。 

(ウ) 介護保険に関すること。 

(エ) 介護保険事業支援計画に関すること。 

(オ) 介護支援専門員に関すること。  

(カ) 福祉・介護人材の確保に関すること。 

(キ) 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。 
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(ク) 前各号に掲げるもののほか、高齢者対策に関することで他の課

の主管に属しない事務の処理に関すること。 

２ 予算規模 

⑴ 健康政策部 在宅療養推進課 
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 ⑵ 子ども・福祉政策部 長寿社会課 
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３ 重点施策 

⑴ 前記各課が担当する施策は以下のとおりである。本包括外部監査で

は、主にこれら重点施策に関連する事業を詳しくみていく。 

⑵ 健康政策部 在宅療養推進課の担当する施策 

ア 在宅医療の推進 

(ア) オンライン診療の推進 

       オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコン

などを使って、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方が受けら

れる診療のことである。 

(イ) 入退院支援 

      入退院支援とは、患者が安心して入院から退院、そして在宅に

戻って療養生活を送れるよう支援する活動である。 

（ウ） 訪問診療 

      訪問診療とは、通院が困難な高齢者等のために、医師や看護師

が自宅や介護施設などに訪問して行う診療等のことである。 

(エ) 人生会議（ACP）の普及啓発 

      人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）とは、も

しものときのために、自分が望む医療やケアについて前もって考

え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取

組のことである。 

イ 訪問看護サービスの充実 

訪問看護とは、通院が困難な高齢者等のために、看護師等が自宅や

介護施設などに訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うこ

とである。 

ウ 在宅歯科医療の推進 

   在宅歯科医療とは、通院が困難な高齢者等のために、歯科医師や歯

科衛生士が自宅や介護施設、病院などに訪問して歯科診療や口腔ケア

を行うことである。 
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⑶ 子ども・福祉政策部 長寿社会課の担当する施策 

ア 地域ニーズに応じた介護サービス提供の体制づくり 

    高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域

の実情に応じた介護サービスの提供体制の確保や地域包括支援センタ

ーの機能強化と介護予防の推進及び生活支援サービスの充実を図る。 

イ 高齢者が地域でいきいきと暮らし続けられる仕組みづくり 

    高齢者が生きがいを持ち地域を支える一員として元気に活躍できる

よう、見守り支援・市町村の地域づくりへの支援やボランティア活

動・老人クラブ活動への支援を行う。 

ウ 福祉・介護人材の確保対策の推進 

    福祉・介護職員の離職率を低下させ、福祉･介護職員が安心して長

く働ける魅力ある職場づくりを進める。 
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第４ 包括外部監査の結果 

本監査の結果としての指摘及び意見の概要は、以下のとおりである。 

 

  担当部署 事業名 

報告書本

体におけ

る該当頁 

監査の

結果 
【指摘】又は【意見】の内容 

1 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

地域医療介護連携

ネットワークシス

テム導入促進事業

費補助金 

71 意見 

はたまるねっと専用 ICカードとマ

イナンバーカードの年度内紐付け件

数は 43件にとどまる。これは、は

たまるねっと登録患者数約 17,000

人の 0.3％にとどまり、令和 5年度

事業としては失敗と言わざるを得な

い。本事業を、状況変化のみを理由

にわずか 43件の紐付けで頓挫させ

るのは妥当ではない。 

2 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

退院支援事業委託

料 
77 意見 

① 入退院支援研修につき、目標受

講者数を設定すべきである。 

② 各種研修の際に実施されるアン

ケートにつき、委託者側でも受講者

の満足度や要望を確認し、次の事業

につなげる材料とすべきである。 

3 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

人生の最終段階に

おける医療・ケア

の意思決定支援事

業 

81 意見 

研修・講座について、評価指標の伸

び率に参加者数の伸び率を設定する

など、予め目標設定をすべきであ

る。 

4 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

中山間地域等訪問

看護師育成講座開

設寄附金 

85 意見 

年度予算が 2,000万円であるのに対

し、受講者数は毎年度 20名を下回

っている。単純計算で 1人あたり

100万円以上が寄付先に支払われて

いる計算になる。この（少ない）受

講者数が本当に適正かどうかにつき

後に検証できるよう、予め年度ごと

の目標設定をすべきである。 
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5 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

中山間地域等訪問

看護師育成事業費

補助金 

87 意見 

対象人数が妥当かどうか後に検証で

きるよう、予め年度ごとの目標設定

をすべきである。 

6 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

訪問看護師研修委

託料 
88 意見 

参加人数が妥当かどうか後に検証で

きるよう、評価指標の伸び率に参加

者数の伸び率を設定するなど、予め

目標設定をすべきである。 

7 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

医療介護連携情報

システム導入促進

事業費補助金 

89 意見 

加入数が妥当かどうか後に検証でき

るよう、評価指標の伸び率に参加者

数の伸び率を設定するなど、予め目

標設定をすべきである。 

8 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

訪問看護事業全体

について 
92 意見 

支援体制の地域偏在が解消されてい

ない。「日本一の健康長寿県構想」

とは、要するに、高齢になってから

も安心して楽しく暮らせることを高

知の「売り」にするものと理解され

るが、そのためには中山間地域対策

を含めた訪問看護体制の確立は欠か

せないのであるから、思い切った予

算配分を検討すべきである。 

9 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

在宅歯科医療連携

推進事業委託料 
94 意見 

参加者数が妥当かどうか後に検証で

きるよう、評価指標の伸び率に参加

者数の伸び率を設定するなど、予め

目標設定をすべきである。 

10 

健康政策部

在宅療養 

推進課 

在宅歯科医療連携

室運営委託料 
95 意見 

相談件数や研修参加人数が妥当かど

うか後に検証できるよう、評価指標

の伸び率に参加者数の伸び率を設定

するなど、予め目標設定をすべきで

ある。 

11 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

認知症介護実践者

等養成事業費全体

について 

101 意見 

小規模多機能型サービス等計画作成

担当者研修、認知症対応型サービス

事業管理者研修及び認知症対応型サ

ービス事業開設者研修については、

毎年の修了者や受講希望者数を鑑み

て予定者数（＝受入可能数）として
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定員が設定されており、合理的であ

る。 

上記以外の研修については、修了者

数の妥当性を事後的に検証できるよ

う、予め修了者数の目標設定をすべ

きである。 

12 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

認知症対応力向上

研修事業委託料 
103 意見 

医師以外の医療職種について目標値

の設定がない。研修ごと、年度ごと

の目標もない。参加者数の目標設定

及びその結果の分析が必要である。 

13 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

認知症疾患医療セ

ンター運営委託料 
104 意見 

委託項目ごとの目標設定及びその結

果の分析が必要である。センターと

の定例会や連絡会の機会を利用し、

協議のうえで目標値を設定し、結果

及びその評価も共有していくべきで

ある。 

14 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

フレイル予防推進

事業費 
110 意見 

市町村のニーズに基づく個別の講習

会であるとしても、県の事業として

実施する以上、目標設定及びその結

果の分析が必要である。 

15 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

介護予防アプリ開

発委託料 
111 意見 

① 介護予防アプリ開発委託料につ

いて、適正な競争を促すためにはよ

り多くの事業者が入札に参加するこ

とが望ましい。そのため、２週間と

いう現状の入札期間はより長期に設

定し直すべきである。 

② フレイルチェック利用者数の妥

当性を検証するため、事前に目標数

を設定したうえで実績を評価し、実

績が足りなければ広報・啓発活動を

充実させるなどの対策につなげてい

くことが必要である。 
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16 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

介護施設等整備対

策事業費 
124 意見 

簡易陰圧装置設置経費支援事業、感

染拡大防止のためのゾーニング環境

等の整備経費支援事業、介護施設等

における看取り環境整備推進事業及

び介護職員の宿舎施設整備事業につ

いて、PDCA 管理がなされていな

い。事業ごとに目標値を定め、現状

利用実績を調査し、結果に応じて改

善策を考えるなど、合理的な事業実

施が求められる。 

17 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

主任介護支援専門

員研修事業委託料 
139 意見 

対象事業者を県内事業者に限定する

必要性は乏しい。一般競争入札な

ど、市場性のある中での合理的な契

約方法を検討すべきである。 

18 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

介護支援専門員資

質向上事業費補助

金 

139 意見 

研修会の実施→アンケートの実施→

アンケートの集計→振り返りという

各手順を規定し、より合理的に取り

組むべきである。 

19 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

地域支援事業交付

金 
145 意見 

本事業の利用主体は市町村であると

ころ、市町村ごとに利用項目に顕著

な差が生じている。利用率等に関す

る指標を設けて PDCAサイクルに

のっとった運用をすべきである。 

仮に、PDCA を策定することが困難

という場合であっても、市町村ごと

の現状を分析し、利用できるものが

利用されているのかどうかを確認す

べきである。 

20 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

福祉・介護事業所

事業継続計画策定

支援事業委託料 

147 意見 

委託金額の変更の有無などは、事業

が終了したタイミング等の適宜の時

期に確認されていなければならな

い。事業委託をする場合において

は、手順・ルールを徹底すべきであ

る。 



 

16 

 

21 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

福祉・介護人材定

着支援事業費（特

に、福祉・介護事

業所認証評価事業

に関して） 

162 意見 

① 高知県福祉・介護事業所認証評

価制度の認知度向上に向けて情報発

信を充実させるべきである。 

② 福祉・介護事業所認証評価事業

の実施委託業務の委託先が随意契約

によって８年にわたり固定化してい

るため、プロポーザル方式を導入す

べきである。 

22 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

福祉・介護の仕事

広報事業費 
164 意見 

「KAiGO PRiDEプロジェクト」に

ついての広報及び効果測定を多角的

に行うべきである。 

23 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

生活支援コーディ

ネーター養成事業

費 

177 意見 

委託先は随意契約により高知県社会

福祉協議会となっている。高知県社

会福祉協議会との随意契約を今後も

維持するという場合、研修会の効果

測定を行うなどして随意契約の必要

性を積み上げる必要がある。競争入

札による方法も検討すべきである。 

24 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

地域包括支援セン

ター職員スキルア

ップ事業 

181 意見 

① 意義の大きい事業であるため、

参加者の裾野を広げるべく、オンラ

イン参加も認めるハイブリッド形態

を検討すべきである。 

② 受講要件を満たす初任者がどの

程度参加できているのかを把握すべ

きである。 

③ 研修会後にアンケート調査を行

うなどして、次年度の研修に活かす

べきである。 

④ 本事業による市町村における具

体的な効果・成果を測定する取組も

実施すべきである。 
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25 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

地域ケア会議活用

推進等事業 
182 意見 

① 事業全体について統一的に管理

する運用になっているのか疑問であ

る。本事業の管理方法は早急に見直

す必要がある。 

② アドバイザー派遣実績がないこ

とや令和 5年度に研修会を実施して

いないことを踏まえれば、本事業を

継続するか否かという観点からの検

討も必要である。継続するのであれ

ば、現状を分析した上で、PDCA等

を策定し、効果的に事業実施すべき

である。 

26 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

介護予防市町村支

援事業 
191 意見 

① 記録上、市町村ヒアリングの日

時等が一見してわからないなど、本

事業の運用管理面は大きな改善が必

要である。 

② 本事業の効果測定結果を合理的

に分析し（例えば、各市町村の回答

を他の市町村に共有するためのフォ

ーマットを作成するなど）、ヒアリ

ングをした市町村のフォローアップ

をするなど、事業を合理的に実施す

べきである。 

27 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

介護予防活動普及

展開事業 
192 意見 

講演内容の決定にあたり受講者の意

向が反映されているのか不明であ

る。各研修会につきアンケートも実

施されていない。PDCAに準じた形

で合理的に研修会を実施すべきであ

る。 
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28 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

総合事業実施支援

事業 
192 指摘 

本事業では、毎年度、３団体に対

して合計約 200万円が支出されて

いる。しかし、3団体に毎年こう

した費用を支払う意義に疑問があ

る。本事業については、継続の必

要性・相当性を分析し、事業を継

続するかを判断すべきである。継

続するという場合には、PDCA を

策定し、合理的に事業運営すべき

である。 

29 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

ボランティア活動

推進事業費補助金 
193 指摘 

ボランティアとはそもそも無償の

ものであることを踏まえると、ボ

ランティアにポイントという対価

を与えるという本事業の意義はボ

ランティアの性質に合わない。ボ

ランティアポイントを付与するこ

とでボランティア活動の担い手が

増えるのかという前提事実の調査

から始めるべきである。 

30 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

ボランティア活動

推進アプリ開発委

託料 

193 指摘 

介護予防・ボランティア活動促進

アプリを実装することと、ボラン

ティア活動を促進していくことと

の結びつき・関連性が弱い。本事

業がボランティア活動の促進につ

ながるのかという前提事実から検

討すべきである。 

31 

子ども・ 

福祉政策部 

長寿社会課 

高齢者見守り対策

機器等導入支援事

業費補助金 

194 意見 

補助要件などを踏まえて、県民に

とって使い勝手の良い内容になっ

ているのか等を含めて再度検討す

べきである。その上で、利用実

績・数値の目標を立てて本事業を

合理的に運営すべきである。 

 

  



 

19 

 

第５ 指摘及び意見のまとめ 

１ 事業継続の当否及び継続する場合の事業の在り方につき再検討すべきで

ある【指摘】及び【意見】 

⑴ 地域ケア会議活用推進等事業【意見】 

ア 本事業については、事業ファイルの管理上、事業を統一的に管理す

る運用になっているのか疑問である。かかる事業管理の在り方からす

れば、各講演会や研修会の意義などをどの程度分析し、効果的に運用

しているかについても疑念が生じえない。本事業の意義は大きいだけ

に、事業の管理方法は早急に見直す必要がある。 

イ また、アドバイザー派遣の実績がないことを踏まえれば、既に各市

町村にはアドバイザー派遣に代替する機能がある可能性もあり、本事

業を継続するべきか否かという観点からの検討も必要である。仮に本

事業を継続するとすれば、現状を分析した上で、PDCA 等を策定し、

効果的に事業実施すべきである。 

⑵ 総合事業実施支援事業【指摘】 

ア 本事業においては、毎年度、高知県リハビリテーション職能三団体

協議会、公益社団法人高知県栄養士会、一般社団法人高知県歯科衛生

士会に合計約 200 万円が支出されているが、本事業の目的とされる人

材は既に育成されており、当該支出を続ける意義には疑問がある。   

イ 本事業を継続するべき必要性・相当性を分析し、本事業を継続する

かを判断すべきである。継続するならば、単に本事業を実施するので

はなく、どのような目標をもって本事業を展開するのかについて、

PDCA を策定し、合理的に事業運営すべきである。 

⑶ ボランティア活動推進事業費補助金【指摘】 

ア 本事業につき、令和 5 年度の利用実績はなかった。 

イ 県によれば、令和５年度から取り組みを開始し、市町村に周知した

ものの、結果交付決定に至らなかった、補助の対象である 65 歳未満を

ボランティアポイントの付与対象として実施している市町村が少ない
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こと、他の財源を活用している市町村もあることから本補助金の活用

には至らなかったとのことであった。しかし、ボランティアはそもそ

も無償のものであり、ポイントのためにボランティアをするとは考え

難い。ボランティアポイントを付与することで、ボランティア活動の

担い手が増えるのかという前提事実の調査から始めるべきである。 

⑷ ボランティア活動推進アプリ開発委託料【指摘】 

ア ボランティア活動推進アプリは、令和５年度に開発を行い、令和６

年度より運用開始となった影響もあったためか、令和 5 年度には前記

ボランティア活動推進事業費補助金は支出されておらず、本事業によ

るアプリ配布数は少ない。また、本アプリは各市町村が市町村ごとに

管理し、ボランティアのマッチングや活動のポイント管理、イベント

情報等の周知等に利用できるように開発されているが、活用している

市町村は、３市町（いの町・安芸市・四万十町）とのことである。こ

れらのことから、本事業が効果的に実施されているのかは疑問であ

る。 

イ また、前記のとおりボランティアは無償のものであるし、ボランテ

ィアポイント等の管理によってボランティア活動が促進されるのか疑

問である。本事業がボランティア活動促進につながるのかという前提

事実から検討すべきである。 

⑸ 高齢者見守り対策機器等導入支援事業費補助金【意見】 

ア 令和 5 年度からの事業であるが、同年度の利用実績はなかった。市

町村に周知したものの、見守り機器が必要となる事例が少なかった

り、入院や入所などにより状況が変化する事例もあり、補助金活用に

至らなかったとのことである。   

イ しかし、本事業は、高齢者が安心安全に自宅に居住するために有用

な事業である。県民に使い勝手の良い内容になっているのか、補助要

件等を再度検討すべきである。その上で、利用実績・数値の目標を立

てて本事業を合理的に運営すべきである。 
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２ 高齢者支援に資する介護人材確保に向けた情報発信を充実させるべきで

ある【意見】 

⑴ 高齢者支援事業の中心となる医療・介護分野においては人材確保が最

重要課題である。中でも介護分野における人材確保はより困難を伴う。

人口減少が加速する中、中長期的に介護人材を安定的に確保していくた

めに、県としては、若い世代とその親世代が持つ福祉・介護業界に対す

る将来の職業選択肢としてのネガティブイメージの払拭を図る必要があ

る。そのためにまずは、人材確保に向けた情報発信及び待遇改善に注力

すべきである。 

⑵ 福祉・介護の仕事広報事業においては、「KAiGO PRiDE プロジェク

ト」についての広報を実施し一定の効果を得ているが、更に情報発信を

充実させ、効果測定を多角的に行っていくべきである。 

⑶ 福祉・介護事業所認証評価事業においては、高知県福祉・介護事業所

認証評価制度の認知度向上に向けた情報発信をより充実させるべきであ

る。 

３ 数値化可能なすべての事業につき、数値目標を設定し、事後的に効果を

測定できる仕組みとすべきである【意見】 

⑴ PDCA サイクル管理により、適切な数値目標が設定され、実施され、

実績の評価がされ、目標に届かない場合には原因を分析し、次年度以降

の取組に生かすという合理的手順のもと施行されている事業が多数ある

一方で、何らの数値目標も設定されていない事業も少なからず見受けら

れた。 

⑵ 例えば、（高齢者）入退院支援研修、中山間地域等訪問看護師育成講

座、訪問看護師研修、在宅歯科医療連携推進事業、認知症介護実践者養

成事業、認知症対応力向上研修等、介護・看護・診療に関わる人材の育

成目的の研修事業において参加者の目標値が設定されていなかった。フ

レイル予防推進事業、人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支

援事業等の広報的意味を持つ研修、講座において参加者の目標数値が設
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定されていなかった。認知症疾患医療センター運営委託事業では委託の

具体的内容である診療、相談、研修等の目標数値が設定されていなかっ

た。介護予防アプリ開発委託事業ではアプリの利用者数の目標が設定さ

れていなかった。 

⑶ 目標数値がなければ、当該事業が県民の福祉の増進に努めているとい

えるか否か、最少の経費で最大の効果を求めて実施されているといえる

か否か、組織及び運営の合理化に努めて実施されているといえるか否か

を評価することができず、各事業の目標管理、効果測定及び分析等が適

正に行えないことになりかねない。 

⑷ 確かに、すべての事業に目標を設定し、結果を評価するとすれば事務

量の増大につながり得る。事業ごとの優先度により管理方法に濃淡をつ

けるという考え方もあろう。国の定める要綱に従って市町村に補助金を

給付する事業に県としての目標を設定するのは困難という県からの説明

も受けた。 

⑸ しかし、およそ県民の税金を投入する以上は、最低限、数値目標設定

及び実績評価はなされるべきである。本県は高齢化先進県として他の自

治体に先立って種々の施策を進めていかなければならない立場にある。

委託事業であっても、県として講座や研修に一定の人数が集まれば良し

とするのでは寂しい。介護・看護・診療に関わる人材の育成目的の研修

であれば育成目標数の増加率に整合する受講者の目標数もあるべきであ

る。また、国の補助金事業であっても、市町村からの申請に応じて補助

金を給付するだけでなく、積極的に数値目標を設定し補助金の有効活用

方法等を示して市町村をリードしてもらいたい。 

４ 数値化可能なすべての事業に数値目標を設定した上で、さらに重要な事

業については PDCA サイクルでの管理を行うべきである【意見】 

⑴ 前項記載のとおり、数値化可能なすべての事業に数値目標を設定する

べきである。そのうえで、重要な事業については PCDA サイクルによる

管理を行うべきである。 
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⑵ 介護施設等整備対策事業は、事業細目の一部は PDCA サイクル管理さ

れているものの、残りはされていない。しかし PDCA サイクル管理され

ていない事業も重要な事業である。地域支援事業交付金は利用主体が市

町村であることから PDCA 管理が困難とされているが、市町村間に生じ

ている交付金活用の顕著な差を解消するために県として PDCA サイクル

により管理し、より積極的に関わっていくべきである。 

５ 各種講座や研修会を実施する際は、アンケート等参加者からのフィード

バックを収集、分析し、次につなげるようにすべきである【意見】 

⑴ 参加者を集めて講座や研修会を実施する以上、アンケート等により参

加者の感想や意見を集め、分析して、次の企画につなげるべきである。

県からの委託を受けて研修等を実施する受託者の多くはこれらの手順を

踏んでいると思われたが、県によるフィードバックの分析・評価は不十

分と思われるものが散見された。 

⑵ 見直すべき事業としては、退院支援事業委託料における研修、介護支

援専門員資質向上事業費補助金における研修、地域包括支援センター職

員スキルアップ事業、介護予防活動普及展開事業がある。 

⑶ 委託事業であるから参加者からのフィードバックは受託者が把握して

いれば足りるというものではない。県は、事業の実施主体として、委託

先の適正な評価をするためにも、参加者の満足が得られ実施目標を達成

しうる企画を実施していくためにも、より積極的に参加者からのフィー

ドバックを収集、分析すべきである。 

６ 委託先の選定方法は、新規事業者が参入しやすい体制を整えた上で、可

能な限りプロポーザル方式や競争入札方式によるべきである【意見】 

⑴ 医療・介護分野における委託業務は専門性が高く、受託候補者が少な

い事業が多いため、ほとんどの委託事業が随意契約方式となっている。

また、入札方式を取ってはいるが、新規事業者が参入するには入札期間

が短いと思われるケースもある。ヒアリング等を通じて、過去には入札
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方式も採用したが、結局は特定の事業者に落ち着いた等の経緯があるこ

とも判った。 

⑵ 主任介護支援専門員研修事業では、県内に同種事業を委託できる事業

者が少ないことが理由で随意契約となっている。福祉・介護事業所認証

評価事業では、８年間受託者が固定化している。介護予防アプリ開発委

託事業は、随意契約ではないが入札期間が２週間しかなく、新たに県事

業に参入しようとする事業者にとって、かかる短期間で参加するか否か

の判断ができるものかは疑問である。 

⑶ しかし、合理的な委託先の選定には市場原理、競争原理は不可欠であ

る。対象事業者を必ずしも県内事業者に限定する必要はない。また、入

札期間他の入札条件を工夫することにより、より多くの事業者の入札参

加を促すことは可能と思われる。過去の経緯にこだわることなく新規参

入事業者を探し続けることは必要である。 

⑷ 仮に、随意契約を維持しなければならないならば、委託先の事業につ

き更に厳密に評価をする等して特定の委託先と随意契約をする必要性を

積み上げるべきであろう。 

⑸ 以上のとおり、委託先の選定方法は、新規事業者が参入しやすい体制

を整えた上で、可能な限りプロポーザル方式や競争入札方式によるべき

である。 

７ 事業の運用管理方法を見直すべきである【意見】 

⑴ 介護予防市町村支援事業 

ア 担当課が管理するファイルでは市町村ヒアリングの実施日時等が一

見してわからないなど、本事業の運用管理面においては大きな改善が

必要である。 

イ 市町村ヒアリングの内容の記録はあるが、それを今後どのように改

善に活かしていくのか等のフォローアップがされているように見受け

られなかった。ヒアリングをした市町村のフォローアップや各市町村
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の回答を他の市町村に共有化するなど、本事業を合理的に実施するべ

く見直すべきである。 

ウ なお、令和６年度より、市町村ヒアリングの結果から県として課題

を感じた市町村及び事業周知を行った際アドバイザーの助言を希望し

た市町村に対して、単発的な介入ではなく複数回の伴走支援を行う方

法に変更しているとのことであるので、この点については解決済であ

る。 

⑵ 福祉・介護事業所事業継続計画策定支援事業 

ア 令和５年度に委託先からの委託金額の変更申出により委託金額が減

額となったことがあった。本来なら県において、事業が終了したタイ

ミング等適宜の時期に委託金額の変更の有無等の確認を事業管理の手

順として組み込んでおくべきであった。 

イ 事業委託をする場合の手順・ルールを徹底すべきである。 

８ その他【意見】 

⑴ 訪問看護の取組においては、支援体制の地域偏在が解消されていな

い。「日本一の健康長寿県構想」を掲げ、高齢になってからも安心して

楽しく暮らせることを高知の「売り」にするためには、中山間地域対策

を含めた訪問看護体制の確立は欠かせないのであるから、当該事業への

思い切った予算配分を検討すべきである。 

⑵ 地域包括支援センター職員スキルアップ事業においては、参加者の裾

野を広げるべく、オンライン参加も認めるハイブリッド形態を検討すべ

きである。 

⑶ 地域医療介護連携ネットワークシステム導入促進事業については、全

国的なマイナンバーカードと健康保険証との紐付けミスによる不信感か

ら、令和５年度のはたまるねっと専用 IC カードとマイナンバーカード

との紐付け件数は 43 件にとどまった。既に紐付けの環境は整備された

ことから令和６年度以降は予算化されていないが、引き続き紐付け実績
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の把握を継続し、導入実績が伸びなければ促進事業の再開を検討すべき

である。 

 


